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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用時に両目を覆う横長のマスク本体と、該マスク本体の横方向両外端部近傍に設けら
れ且つ着用時に耳を掛ける一対の耳掛け部とを備えたアイマスクであって、
　前記耳掛け部は、基材シートに横長の開口部が設けられて構成されており、
　前記マスク本体と一対の前記耳掛け部とは一対の耳掛け部連結部によって連結されてお
り、一対の該耳掛け部連結部は、その該マスク本体の横方向の内端部が該マスク本体の縦
方向に対して下方に向けて窄まっており、
　前記開口部は、前記マスク本体の横方向に対して傾いて延びていると共に、その延びる
方向に沿う上縁部と下縁部との間隔が、その延びる方向の外端部に向けて徐々に広がって
おり、
　前記耳掛け部には、前記開口部の前記外端部近傍から前記マスク本体の縦方向下向きに
延びる下向きスリットが設けられているアイマスク。
【請求項２】
　前記耳掛け部連結部は、その前記マスク本体の横方向の内端部の下端部が、該マスク本
体の横方向外側に後退するように丸みを帯びている請求項１記載のアイマスク。
【請求項３】
　一対の前記耳掛け部は、前記耳掛け部連結部を折り返し線として前記マスク本体の横方
向中央側に閉じると、該耳掛け部の上縁及び下縁が該マスク本体の上縁及び下縁と一致す
るようになっている請求項１又は２に記載のアイマスク。
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【請求項４】
　前記マスク本体は、その横方向中央からその横方向外側それぞれに向けて、その縦方向
長さが徐々に短くなっており、
　前記耳掛け部は、展開した状態において、その横方向内側からその横方向外側それぞれ
に向けて、その縦長さが徐々に長くなっている請求項３記載のアイマスク。
【請求項５】
　前記開口部は、その前記上縁部及び前記下縁部が直線状で、その延びる方向の内縁部及
び外縁部が円弧状である請求項１～４の何れかに記載のアイマスク。
【請求項６】
　前記耳掛け部には、前記開口部における円弧状の前記外縁部から放射状に延びる１本又
は複数本の放射状スリットが設けられている請求項５記載のアイマスク。
【請求項７】
　前記耳掛け部の前記基材シートは、伸長性を有するシートからなる請求項１～３の何れ
かに記載のアイマスク。
【請求項８】
　前記マスク本体は、蒸気温熱機能を具備している請求項１～７の何れかに記載のアイマ
スク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用時に両目を覆う横長のマスク本体と、該マスク本体の横方向両外端部近
傍に設けられ且つ着用時に耳を掛ける一対の耳掛け部とを備えたアイマスクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アイマスクとして、着用時に両目を覆うマスク本体に、紐から形成された一対の耳掛け
部を備えたものが知られている（例えば、下記特許文献１参照）。しかし、耳掛け部を紐
で形成した場合、耳の一部分への圧力が極端に高くなり、使用時に耳の後ろなどが痛くな
るという問題がある。そのため、アイマスクの耳掛け部を、開口部が設けられたシートか
ら形成することが考えられる。
　例えば、口や鼻を覆うマスクについて、シートから耳掛け部を形成する場合には、耳掛
け部に切れ込みを入れて、その部分を展開すること（例えば、下記特許文献２参照）や、
縦横に伸縮しかつ回復率の高い不織布に穴を開けて使用すること（例えば、下記特許文献
３参照）が行われている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２７１９３７号公報
【特許文献２】特開平７－２８４５４１号公報
【特許文献３】特開平１１－１１４０８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、口や鼻を覆うマスクと異なり、特段の工夫をすることなく、開口部が設けられ
たシートからアイマスクの耳掛け部を形成した場合には、耳掛け部の開口部に耳を掛けに
くく、耳への負担が大きくなるか、反対に、着用時にマスク本体が顔にフィットしにくい
という不具合が生じやすい。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、着用時に両目を覆うマスク本体、及び開口部が設けられたシ
ートから形成された耳掛け部を備えたアイマスクにおいて、耳掛け部の開口部に耳を掛け
やすいと共に着用時にマスク本体が顔にフィットしやすいアイマスクを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明は、着用時に両目を覆う横長のマスク本体と、該マスク本体の横方向両外端部近
傍に設けられ且つ着用時に耳を掛ける一対の耳掛け部とを備えたアイマスクであって、前
記耳掛け部は、基材シートに横長の開口部が設けられて構成されており、前記マスク本体
と一対の前記耳掛け部とは一対の耳掛け部連結部によって連結されており、一対の該耳掛
け部連結部は、その該マスク本体の横方向の内端部が該マスク本体の縦方向に対して下方
に向けて窄まっており、前記開口部は、前記マスク本体の横方向に対して傾いて延びてい
ると共に、その延びる方向に沿う上縁部と下縁部との間隔が、その延びる方向の外端部に
向けて徐々に広がっており、前記耳掛け部には、前記開口部の前記外端部近傍から前記マ
スク本体の縦方向下向きに延びる下向きスリットが設けられているアイマスクを提供する
ことにより前記目的を達成したものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のアイマスクによれば、着用時に両目を覆うマスク本体、及び開口部が設けられ
たシートから形成された耳掛け部を備えたアイマスクにおいて、耳掛け部の開口部に耳を
掛けやすいと共に着用時にマスク本体が顔にフィットしやすい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明のアイマスクについて、その好ましい一実施形態である第１実施形態に基
づき図面を参照しながら説明する。アイマスクは、両目を覆うために用いるマスクである
。
　図１（ａ）及び図１（ｂ）には、それぞれ、耳掛け部を展開した状態の第１実施形態の
マスクの正面図及び背面図が示されている。図２には、耳掛け部をマスク本体の背面側に
閉じた状態の第１実施形態のマスクの背面図が示されている。図３（ａ）及び図３（ｂ）
には、それぞれ、図２に示すIIIＡ－IIIＡ線断面図及びIIIＢ－IIIＢ線断面図が示されて
いる。図４には、耳掛け部を展開した状態の第１実施形態のマスクの背面斜視図が示され
ている。
【０００９】
　第１実施形態のアイマスク１は、図１～図４に示すように、着用時に両目を覆う横長の
マスク本体２と、マスク本体２の横方向両外端部近傍に設けられ且つ着用時に耳を掛ける
一対の耳掛け部３，３とを備えている。
　アイマスクは、一般的には、明るい場所で眠る際に遮光するために用いるものであるが
、第１実施形態は、マスク本体２に蒸気温熱機能を具備させており、蒸気温熱アイマスク
として用いることができる。
【００１０】
　マスク本体２は、略扁平状で、両目及びそれぞれの目周囲を覆うに足る形状及び大きさ
を有している。蒸気温熱機能を具備するマスク本体（以下「蒸気温熱本体」ともいう）２
は、両目及びそれぞれの目周囲の広い範囲に亘って水蒸気を伴う熱を付与するものである
。ここで、「目周囲」とは、開眼状態における眼瞼裂の外側の領域をいい、眼窩の領域を
含み且つそれよりも広い領域を指す。また、熱の付与とは、蒸気温熱本体を肌へ直接接触
させて熱を付与すること、及び水蒸気の透過が可能な介在物を介して間接的に肌へ接触さ
せて熱を付与することの双方を包含する。
【００１１】
　マスク本体２は、図１～図３に示すように、蒸気温熱発生材２１及びこれを収容する収
容部２２を備えている。収容部２２は、シート材２６，２７を所定位置で接合して、扁平
状の密閉空間が形成されたもので、その内部に蒸気温熱発生材２１を収容することができ
る。
　扁平状のマスク本体２は、着用者の肌に近い側に位置する第１の面（背面）２３及びそ
れと反対側に位置し且つ着用者の肌から遠い側に位置する第２の面（正面）２４を有して
いる。シート材２６，２７は、それぞれ第１の面２３及び第２の面２４を形成する。
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【００１２】
　第１の面２３及び第２の面２４をそれぞれ形成するシート材２６，２７として、どのよ
うなシート材を用いるかは、例えば、シート材の通気度、透湿度、風合い、肌触り、強度
、被酸化性金属等の粉体の漏れ出し防止等を考慮して適宜決定すればよい。通気度を支配
し且つ粉体の漏れ出しを防止するシート材としては、メルトブローン不織布や透湿性フィ
ルムが好適に用いられる。合成紙を用いることも好ましい。透湿性フィルムは、熱可塑性
樹脂及び該樹脂と相溶性のない有機又は無機のフィラーの溶融混練物をフィルム状に成形
し、一軸又は二軸延伸して得られたものであり、微細な多孔質構造になっている。
【００１３】
　強度を付与する目的で用いられるシート材としては、スパンボンド不織布が好適に用い
られる。また、風合いを良好にする目的で用いられるシート材としては、サーマルボンド
不織布が好適に用いられる。
　種々の通気度及び透湿度を有するシート材を組み合わせて積層シートを構成することで
、各通気面の通気度及び透湿度を所望の値に設定する自由度が増す。一例として、三層構
造の積層シートにおいて、最内層としてスパンボンド不織布を用い、中間層としてメルト
ブローン不織布を用い、最外層としてサーマルボンド不織布を用いることができる。
【００１４】
　シート材２６，２７は、単一のシートから構成されていてもよく、あるいは上述した各
種のシートからなる複数枚のシートの積層体から構成されていてもよい。例えば、収容部
２２を構成する一方の面２３及び他方の面２４が２枚のシートの積層体から構成されてい
る場合には、図３に示すように、厚み方向の内側のシート２６Ａ，２７Ａとして、透湿性
フィルムや非透湿性フィルムを用い、厚み方向の外側のシート２６Ｂ，２７Ｂとして不織
布を用いることができる。
　マスク本体２の詳細については、後述する。
【００１５】
　耳掛け部３は、図１～図４に示すように、基材シート３１に横長の開口部４が設けられ
て構成されている。マスク本体２の横（Ｘ）方向の両外端部近傍と一対の耳掛け部３，３
の基端部とは、一対の耳掛け部連結部１１，１１により連結されている。詳細には、耳掛
け部３は、マスク本体２の第１の面２３の横（Ｘ）方向の両外端部近傍に、耳掛け部連結
部１１を介して一対設けられている。第１実施形態においては、耳掛け部３は、前述した
内側のシート２６のみの１層構造の領域に耳掛け部連結部１１によって接合されている。
また、耳掛け部３は、マスク本体２の外端部まで接合されている。耳掛け部連結部１１は
、例えばヒートシール、粘着剤から形成される。
　耳掛け部連結部１１は、マスク本体２と耳掛け部３との連結強度を充分に得る観点から
、そのマスク本体２の横（Ｘ）方向の幅が１ｍｍ以上であることが好ましく、３ｍｍ以上
であることが更に好ましい。
【００１６】
　耳掛け部３の基材シート３１は、伸縮性シート、実質的に非伸縮性で伸長性を有するシ
ート又は実質的に非伸縮性で伸長性も有していないシートの何れから形成されていてもよ
い。特に、伸長性を有するシートから形成されていることが好ましく、伸縮性シートから
形成されていることが更に好ましい。伸長性を有するシートから形成された基材シート３
１によれば、装着しやすく、かつ使用者の頭の大きさに拘わらずにフィット性が良好な耳
掛け部３を実現することができる。
　基材シート３１の伸長性は、５×１０ｃｍの基材シート３１を、５００ｍｍ／ｍｉｎの
速度で、１０ｃｍの方向に１．５倍に伸長したときのテンションが、１０Ｎ以下であるこ
とが好ましく、５Ｎ以下であることが更に好ましい。
　基材シート３１の素材としては、例えば、不織布、織布、紙、樹脂フィルムが挙げられ
る。
【００１７】
　一対の耳掛け部連結部１１，１１は、図１及び図２に示すように、そのマスク本体２の
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横（Ｘ）方向の内端部１１Ａ，１１Ａが、マスク本体２の縦方向（図１（ａ）に示すＹ方
向）に対して下方に向けて窄まっている。耳掛け部連結部１１の内端部１１Ａは、下端部
１１Ｂ（図２参照）を除き略直線状で、マスク本体２の横（Ｘ）方向の両外端部よりも横
方向内側の位置において、その下端部１１Ｂがその上端部よりも横方向内側に位置するよ
うに傾斜して延びている。耳掛け部連結部１１の外端部は、マスク本体２の外端部と一致
している。
【００１８】
　耳掛け部連結部１１の内端部１１Ａは、耳掛け部３の展開方向を規定する。図１に示す
ように、耳掛け部連結部１１の内端部１１Ａがマスク本体２の縦（Ｙ）方向に対して下方
に向けて窄まっていると、一対の耳掛け部３は、マスク本体２の横（Ｘ）方向の両外端部
近傍それぞれから斜め下向きに展開する。一般に人間の目の高さは耳の付け根の上端より
も高いため、すなわち人は目の位置よりも耳の位置の方が低いため、耳掛け部３がマスク
本体２の横（Ｘ）方向の外端部近傍から斜め下向きに展開すると、着用時にマスク本体２
が顔にフィットしやすくなる。
　マスク本体２の縦（Ｙ）方向に対する、耳掛け部連結部１１の内端部１１Ａの傾きθ１
（図５参照）は、好ましくは５～３０度であり、特に好ましくは１０～２５度である。
【００１９】
　耳掛け部連結部１１は、図２に示すように、そのマスク本体２の横（Ｘ）方向の内端部
１１Ａの下端部１１Ｂが、マスク本体２の横（Ｘ）方向外側に後退するように丸みを帯び
ている。耳掛け部連結部１１の内端部１１Ａの下端部１１Ｂは、使用時（耳掛け部３を展
開して装着する際）に最も負荷が掛かる部分であるため、負荷を逃がし、基材シート３１
の素材の破れや解れ（ほつれ）等を防止することが好ましい。そのため、耳掛け部連結部
１１の内端部１１Ａの下端部１１Ｂが丸みを帯びていると、負荷を逃がし、基材シート３
１の素材の解れ等を効果的に防止することができる。
【００２０】
　丸みを帯びた下端部１１Ｂの幅（マスク本体２の横（Ｘ）方向の幅）は、着用時におけ
る耳掛け部３のきつさに影響を与えない観点から、好ましくは０．５ｍｍ以上、特に１ｍ
ｍ以上である。また、略直線状の内端部１１Ａがマスク本体２の横（Ｘ）方向外側に後退
し始める部分は、マスク本体２の縦（Ｙ）方向の高さが、マスク本体２の下縁から好まし
くは１ｍｍ以上であり、特に好ましくは３～３０ｍｍであり、さらに好ましくは５～２０
ｍｍである。
【００２１】
　開口部４は横長に設けられている。開口部４が横長であると、開口部４に耳を掛けやす
く、特に耳たぶの小さい人でも耳を掛けやすい。また、装着時のフィット性が高くなる。
さらに、耳掛け部３を閉じた状態であっても視覚的に耳掛け部３であることを視認しやす
い。
【００２２】
　図１及び図５に示す耳掛け部３を展開した状態において、開口部４は、マスク本体２の
横（Ｘ）方向に対して傾いて延びている。開口部４が延びる方向とは、開口部４の上縁部
４１の近似直線と開口部４の下縁部４２の近似直線とを二分する直線（二等分線）が延び
る方向（図５に示すＺ方向）である。
　一般に人間の耳の位置は目の位置よりも低いため、開口部４がマスク本体２の横（Ｘ）
方向に対して傾いて延びていることにより、着用時にマスク本体２の顔へのフィット性が
向上する。
　マスク本体２の横（Ｘ）方向に対する開口部４の延びる方向（Ｚ方向）の傾きθ２（図
５参照）は、顔へのマスク本体２のフィット性を向上させる観点から、好ましくは１０～
６０度であり、特に好ましくは２０～５０度である。
【００２３】
　横長の開口部４の大きさは、その延びる方向（Ｚ方向）と直交する方向の長さが好まし
くは１～７ｃｍであり、その延びる方向の長さが好ましくは２～１０ｃｍである。特に、
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前記直交する方向の長さが２～４ｃｍで、前記延びる方向の長さが３～７ｃｍであると、
ほとんどの人の耳の大きさに適合するため更に好ましい。
【００２４】
　開口部４は、その延びる方向（Ｚ方向）に沿う上縁部４１と下縁部４２との間隔が、そ
の延びる方向の外端部４４に向けて徐々に広がっている。上縁部４１と下縁部４２との間
隔が外端部４４に向けて徐々に広がっていると、開口部４を耳に掛けやすく、また、開口
部４が耳の後ろの形に沿うため、フィット性が良い。さらに、開口部４においては、耳掛
け部連結部１１に近い部分には着用時に負荷が掛かりやすいため、この負荷による基材シ
ート３１への負担を少なくする観点から、上縁部４１と下縁部４２との間隔は狭い方が好
ましい。
【００２５】
　開口部４における上縁部４１と下縁部４２との間隔は、開口部４の延びる方向（Ｚ方向
）の内側において、好ましくは３ｃｍ以下であり、特に好ましくは０．１～１ｃｍである
。また、耳への開口部４の掛けやすさ、フィット性、基材シート３１への負担の少なさを
向上させる観点から、上縁部４１と下縁部４２との間隔は、開口部４の延びる方向の外側
において、好ましくは２～７ｃｍであり、特に好ましくは３～５ｃｍである。
【００２６】
　第１実施形態においては、開口部４は、その上縁部４１及び下縁部４２が直線状で、そ
の延びる方向（Ｚ方向）の内縁部４３及び外縁部４４が円弧状である。耳の後ろの形は丸
いので、開口部４の外縁部４４が円弧状であると、開口部４が耳にフィットしやすい。ま
た、開口部４の内縁部４３及び外縁部４４が円弧状であると、開口部４の外観が印象的に
も好ましくなる。
【００２７】
　耳掛け部３には、開口部４の外端部４４近傍から、マスク本体２の縦（Ｙ）方向下向き
に延びる下向きスリット５１が設けられている。下向きスリット５１は、実質的に開口面
積を有していない切れ込みからなり、耳に掛けるときに必要に応じて開くことができる。
下向きスリット５１が設けられていると、耳が大きい人及び耳が小さい人の何れに対して
も、特に、耳たぶが大きい人及び耳たぶが小さい人の何れに対しても、下向きスリット５
１の開き具合が変わることによって対応することができる。また、使用時に下向きスリッ
ト５１が広がり、外縁部４４近傍の基材シート３１が折れることによって、耳への基材シ
ート３１の感触が優しくなる。
　下向きスリット５１の長さは、好ましくは１～３０ｍｍであり、特に好ましくは５～１
５ｍｍである。マスク本体２の縦（Ｙ）方向に対する下向きスリット５１の傾きθ３（図
５参照）は、好ましくは５～３０度であり、特に好ましくは１０～２５度である。
【００２８】
　耳掛け部３は、図２に示すように、耳掛け部連結部１１を折り返し線としてマスク本体
２の横（Ｘ）方向中央側に折り返すと、耳掛け部３をマスク本体２の第１の面２３側に閉
じた状態において、耳掛け部３の上縁及び下縁がマスク本体２の上縁及び下縁と一致する
ようになっている。
　耳掛け部３がこのような形状を有していると、製造時にマスク本体２及び耳掛け部３を
同時に切断して形成できる利点がある。また、使用前の状態において、第１の面２３が一
対の耳掛け部３，３によって保護されて清浄な状態に保持できる利点がある。更に、耳掛
け部３がマスク本体２から少なくともはみ出ていない構成とすると、出荷時の包装工程の
際に、耳掛け部３を閉じ、場合によってはマスク本体２を縦（Ｙ）方向の中心線で横（Ｘ
）方向に２つ折りにした状態において包装できるため、包装が容易であるという利点もあ
る。
【００２９】
　使用前の状態においては、一対の耳掛け部３，３は、マスク本体２の第１の面２３側に
閉じられ、それらの横方向外端部（展開状態における外端部）同士が互いに対向当接して
、連結域３２によって部分的に連結されている。連結域３２は、例えばミシン目によって
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形成されている。この連結域３２によって、使用前の状態の一対の耳掛け部３，３は一体
となり、一体化した一対の耳掛け部３，３によって、第１の面２３を確実に覆うことがで
きる。一体化した一対の耳掛け部３，３は、連結域３２を引き裂くことにより分離するこ
とができる。
【００３０】
　一体化した一対の耳掛け部３，３には、連結域３２の上端部近傍及び下端部近傍にそれ
ぞれ隣接して、上下に一対の誘導切れ込み３３，３３が設けられている。一対の誘導切れ
込み３３は、矢先形状の切れ込みからなり、その矢先方向を対向させている。誘導切れ込
み３３が設けられていると、一体化した一対の耳掛け部３，３において、連結域３２を引
き裂いて分離する際に、連結域３２をスムーズに引き裂くことができる。
【００３１】
　耳掛け部３は、図２に示す閉じた状態から、耳掛け部連結部１１を折り返し線として展
開すると、図１に示すように、耳掛け部３の全体形状が外側下方に傾斜して展開する。
【００３２】
　図１に示すように、マスク本体２は、その横（Ｘ）方向中央からその横方向外側それぞ
れに向けて、その縦（Ｙ）方向長さが徐々に短くなっている。このような形状を有するマ
スク本体２によれば、マスク本体２を目に当てやすく、マスク本体２が顔にフィットしや
すい。
　また、耳掛け部３は、展開した状態において、その横方向内側からその横方向外側それ
ぞれに向けて、その縦方向長さが徐々に長くなっている。このような形状を有する耳掛け
部３によれば、耳掛け部３の横方向外側において、開口部４の上下に位置する領域の幅を
大きく確保でき、基材シート３１への応力負担を低減させることができる。
【００３３】
　耳掛け部３には、開口部４における円弧状の外縁部４４から放射状に延びる１本又は複
数本の放射状スリット５２が設けられている。放射状スリット５２が設けられていると、
使用時に放射状スリット５２が広がり、円弧状の外縁部４４近傍の基材シート３１が折れ
て、耳への基材シート３１の当たりが優しくなる。放射状スリット５２の長さは、好まし
くは０．１～１５ｍｍ、特に０．５～５ｍｍである。放射状スリット５２の本数は、好ま
しくは２本以上であり、特に好ましくは３本以上である。第１実施形態においては、２本
の放射状スリット５２が設けられている。
【００３４】
　次に、マスク本体（蒸気温熱本体）２における蒸気温熱機能について詳述する。蒸気温
熱発生材２１は、被酸化性金属を含んでおり、被酸化性金属が酸素と接触することによる
酸化反応で生じた熱を利用して、所定温度に加熱された水蒸気を発生する材である。
【００３５】
　第１の面２３は空気及び水蒸気の透過が可能な面になっている。つまり、第１の面２３
は通気面になっている。第２の面２４は、第１の面２３と同様に空気及び水蒸気の透過が
可能な面になっているか、または、第１の面２３よりも空気及び水蒸気の透過の程度が低
い面、つまり、難通気面になっている。さらに、第２の面２４は、空気及び水蒸気が実質
的に透過しない面、すなわち非通気面になっていてもよい。
【００３６】
　蒸気温熱本体２は、その第１の面２３の側が着用者の肌面に対向し、第２の面２４の側
が外方を向くように使用される。蒸気温熱発生材２１の発熱によって発生した水蒸気は、
第１の面２３を通じ、対象物である肌面に付与されるようになっている。
【００３７】
　蒸気温熱本体２における第１の面２３及び第２の面２４は、図１及び図２に示すように
、それぞれシート材２６，２７から構成されている。蒸気温熱本体２の収容部２２は、シ
ート材２６，２７の所定位置を収容部周縁接合部２５によって接合することで形成される
。収容部周縁接合部２５は、周状で、蒸気温熱本体２の横（Ｘ）方向中央部において、上
下方向に括れ、略瓢箪形状となっている。そのため、収容部２２は、蒸気温熱本体２の横
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（Ｘ）方向中央部の連結空間２８（図１（ｂ）参照）において連通した形態で、２個の領
域に区画されている。この領域ごとに１個の蒸気温熱発生材２１が配設されている。
【００３８】
　２個の収容部２２が連通していることによって、２個の蒸気温熱発生材２１間での空気
の流通が均一になり、蒸気温熱発生材２１の発熱及び水蒸気の発生が均一になりやすい。
また、蒸気温熱発生材２１が中央部の連結空間２８に存在しないため、包装時にマスク本
体２を横（Ｘ）方向に２つに折り畳むことができ、また連結空間２８の下部において、マ
スク本体２にスリット２９（図１（ｂ）参照）を形成することができるので、鼻部分への
マスク本体２の装着性が向上する。
　反対に、本発明の実施形態においては、収容部２２全体に亘って蒸気温熱発生材２１を
収容することもできる（図示せず）。
【００３９】
　収容部周縁接合部２５の両側縁部は、蒸気温熱本体２（シート材２６，２７）の横（Ｘ
）方向の両外端部よりも横方向内側に位置しており、更には耳掛け部連結部１１の内端部
１１Ａよりも横方向内側に位置している。蒸気温熱本体２における収容部周縁接合部２５
の両側縁部よりも外側は、耳掛け部連結部１１又は接着剤（図示せず）により接合されて
いる。
【００４０】
　第１実施形態における蒸気温熱本体２においては、目及び目周囲に広く水蒸気が適用さ
れることに加えて、蒸気温熱本体２が酸素と接触後、目及び目周囲に当接する面である第
１の面２３から、水蒸気が１～３０分間、好ましくは５～２５分間発生し、且つ蒸気温熱
本体２の適用期間中、蒸気温熱本体２が適用された皮膚表面の温度を、３４～４３℃に高
め、好ましくは３６～４１℃に高め、その温度を１～１２０分間維持することで、近見反
応の三徴の改善に高い効果が現れる。なお、皮膚表面温度は、水蒸気の発生終了後でも保
温効果によって低下しにくくなっているので、前記の水蒸気の持続時間よりも、前記の皮
膚表面温度の維持時間の方が長くなる。
【００４１】
　蒸気温熱本体２における水蒸気の発生の持続時間は、図６に示す装置Ｑを用いて次のよ
うに測定される。図６に示す装置Ｑは、アルミニウム製の測定室（容積２．１Ｌ）Ｑ１と
、測定室Ｑ１の下部に除湿空気（湿度２％未満、流量２．１Ｌ／分）を流入させる流入路
Ｑ２と、測定室Ｑ１の上部から空気を流出させる流出路Ｑ３とを備えている。流入路Ｑ２
には、入口温湿度計Ｑ４及び入口流量計Ｑ５が取り付けられている。一方、流出路Ｑ３に
は、出口温湿度計Ｑ６及び出口流量計Ｑ７が取り付けられている。測定室Ｑ１内には温度
計（サーミスタ）Ｑ８が取り付けられている。温度計Ｑ８としては、温度分解能が０．０
１℃程度のものを使用する。
【００４２】
　測定環境温度：３０℃（３０±１℃）において、蒸気温熱本体２を包装材から取り出し
、その水蒸気放出面を上にして測定室Ｑ１に載置する。金属球（４．５ｇ）を取り付けた
温度計Ｑ８をその上に載せる。この状態で測定室Ｑ１の下部から除湿空気を流す。入口温
湿度計Ｑ４及び出口温湿度計Ｑ６で計測される温度及び湿度から、測定室Ｑ１に空気が流
入する前後の絶対湿度の差を求める。更に、入口流量計Ｑ５及び出口流量計Ｑ７で計測さ
れる流量から、蒸気温熱本体２が放出した水蒸気量を算出する。この装置の詳細は、本出
願人の先の出願に係る特開２００４－７３６８８号公報に記載されている。一方、皮膚表
面の温度は、ＬＴＳＴ０８－１２（サーミスター式の表面温度測定器；グラム社）を用い
て測定する。
【００４３】
　第１実施形態における蒸気温熱本体２においては、第１の面２３及び第２の面２４の通
気度を適切に調整することで、第１の面２３を通じて水蒸気が優先的に放出されるように
なっている。これに加えて、第１の面２３及び第２の面２４の通気度を適切に調整するこ
とで、蒸気温熱の発生の持続時間を前記の範囲内とすることが容易となる。また、蒸気温
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熱本体２が適用された皮膚表面の温度を前記の範囲内とすることが容易となる。具体的に
は、第１実施形態においては、第２の面２４の通気度を、第１の面２３の通気度と同じか
、より大きくしている。　例えば、第２の面２４が通気性である場合には、該面２４の通
気度を好ましくは１００～６００００秒、更に好ましくは４０００～４００００秒とする
。また、第２の面２４の通気度が第１の面２３の通気度よりも十分に大きい場合には、第
２の面２４の通気度を、第１の面２３の通気度の５倍以上、特に１０倍以上、とりわけ１
００倍以上とすることが好ましい。
　さらに、第１の面２３の通気度そのものは、０．０１～１５０００秒、特に０．０１～
１００００秒であることが好ましい。
【００４４】
　ここで、通気度は、ＪＩＳ　Ｐ８１１７に記載の方法によって測定され、一定の圧力の
もとで１００ｍｌの空気が６．４２ｃｍ2の面積を通過する時間で定義されるものである
。この通気度が大きいことは、空気の通過に時間が掛かることを意味している。即ち通気
性が低いことを意味している。逆に、通気度が小さいことは、通気性が高いことを意味し
ている。このように、通気度の大小と通気性の高低とは逆の関係になっている。通気性に
関して第１の面２３及び第２の面２４を比較すると、第１の面２３の通気性が、第２の面
２４の通気性よりも高くなっている。つまり、第２の面２４は、非通気性であるか、又は
難通気性（即ち、通気性を有するものの、第１の面２３よりも低い通気性を有している）
である。
【００４５】
　収容部２２に収容される蒸気温熱発生材２１は、被酸化性金属、反応促進剤、電解質及
び水を含む。そのような蒸気温熱発生材２１は、例えば発熱シート又は発熱粉体からなる
。蒸気温熱発生材２１が発熱シートからなる場合には、発熱シートは被酸化性金属、反応
促進剤、繊維状物、電解質及び水を含む繊維シートから構成されていることが好ましい。
つまり、発熱シートは、被酸化性金属、反応促進剤、繊維状物及び電解質を含む繊維シー
トが含水状態となっているものであることが好ましい。特に、発熱シートは、被酸化性金
属、反応促進剤及び繊維状物を含有する成形シートに、電解質水溶液を含有させて構成さ
れていることが好ましい。
【００４６】
　本発明においては、目用に使用する点から、湿式抄造により得られたシート状物や、発
熱粉体を紙等で挟持してなる積層体等が好ましい。そのような発熱シートは、例えば本出
願人の先の出願に係る特開２００３－１０２７６１号公報に記載の湿式抄造法や、ダイコ
ーターを用いたエクストルージョン法を用いて製造することができる。一方、蒸気温熱発
生材２１が発熱粉体からなる場合には、発熱粉体は、被酸化性金属、反応促進剤、保水剤
、電解質及び水を含んで構成されていることが好ましい。発熱シート及び発熱粉体のうち
、どのような姿勢においても目及び目周囲へ蒸気温熱を均一に適用し得る点から、発熱シ
ートを用いることが好ましい。また、発熱シートは、発熱粉体に比較して、発熱の温度分
布を均一化することが容易であり、また、被酸化性金属の担持能力が優れている点からも
有利である。
【００４７】
　蒸気温熱発生材２１が発熱シートからなる場合、該発熱シートは６０～９０重量％の被
酸化性金属、５～２５重量％の反応促進剤及び５～３５重量％の繊維状物を含む成形シー
トに、該成形シート１００重量部に対して、１～１５重量％の電解質を含む電解質水溶液
が２０～８０重量部含有されて構成されていることが好ましい。一方、蒸気温熱発生材２
１が発熱粉体からなる場合、該発熱粉体は、３０～８０重量％の被酸化性金属、１～２５
重量％の反応促進剤、３～２５重量％の保水剤を含む固形分１００重量部に対して、０．
３～１０重量％の電解質を含む電解質水溶液が２０～７０重量部、３０～６０重量部の水
から構成されていることが好ましい。発熱シートや発熱粉体を構成する各種材料としては
、当該技術分野において通常用いられているものと同様のものを用いることができる。ま
た、先に述べた特開２００３－１０２７６１号公報に記載の材料を用いることもできる。
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【００４８】
　第１実施形態のアイマスク１は、その使用前は、その全体が酸素バリア性を有する包装
材（図示せず）によって包装されて、蒸気温熱本体２の蒸気温熱発生材２１が空気中の酸
素と接触しないようになっている。酸素バリア性の材料としては、例えば、その酸素透過
係数（ＡＳＴＭ　Ｄ３９８５）が１０ｃｍ3・ｍｍ／（ｍ2・ｄａｙ・ＭＰａ）以下、特に
２ｃｍ3・ｍｍ／（ｍ2・ｄａｙ・ＭＰａ）以下のものが好ましい。具体的には、エチレン
－ビニルアルコール共重合体やポリアクリロニトリル等のフィルム、又はそのようなフィ
ルムにセラミック若しくはアルミニウム等を蒸着したフィルムが挙げられる。
【００４９】
　第１実施形態のアイマスク１は、例えば図７に示すように、耳掛け部３を利用して耳に
掛けられ、使用される。このような使用形態とすることで、着用者の姿勢（例えば仰臥位
や座位等）によらず、蒸気温熱本体２から発生した蒸気温熱を着用者に均一に適用するこ
とができる。このことは、蒸気温熱本体２を備えたアイマスク１の使用形態の汎用性が向
上する点から有利である。一例として、家で寝転んだ状態で、蒸気温熱本体２を備えたア
イマスク１を使用することができる。また、デスクワーク中に目の疲れを感じたときに直
ちに使用することも可能である。更に、出張時の移動時（例えば、電車、飛行機、自動車
等の中）にも手軽に使用できる。
【００５０】
　第１実施形態のアイマスク１によれば、耳掛け部の開口部に耳を掛けやすいと共に着用
時にマスク本体が顔にフィットしやすい。詳細には、例えば下記効果（１）～（７）が奏
される。
（１）耳掛け部連結部１１の内端部１１Ａがマスク本体２の縦（Ｙ）方向に対して下方に
向けて窄まっているため、一対の耳掛け部３は、マスク本体２の横（Ｘ）方向の両外端部
近傍それぞれから斜め下向きに展開する。そのため、着用時にマスク本体２が顔にフィッ
トしやすい。
【００５１】
（２）開口部４がマスク本体２の横（Ｘ）方向に対して傾いて延びているため、着用時に
マスク本体２が顔にフィットしやすい。
（３）開口部４の上縁部４１と下縁部４２との間隔が外端部４４に向けて徐々に広がって
いるため、開口部４を耳に掛けやすく、また、開口部４が耳の後ろの形に沿うため、フィ
ット性が良い。
（４）下向きスリット５１が設けられているため、耳が大きい人及び耳が小さい人の何れ
に対しても、下向きスリット５１の開き具合が変わることによって対応することができる
。
【００５２】
（５）耳掛け部連結部１１の内端部１１Ａの下端部１１Ｂが丸みを帯びているため、基材
シート３１の素材の解れを防止することができる。
（６）一対の耳掛け部３，３は、耳掛け部連結部１１を折り返し線としてマスク本体２の
横（Ｘ）方向中央側に閉じると、耳掛け部３の上縁及び下縁がマスク本体２の上縁及び下
縁と一致するようになっているため、マスク本体２及び耳掛け部３を同時に切断して形成
することができる。また、使用前の状態において、第１の面２３が一対の耳掛け部３，３
によって保護されて清浄な状態に保持することができる。
（７）放射状スリット５２が設けられているため、使用時に放射状スリット５２で基材シ
ート３１が折れて、耳への基材シート３１の当たりが優しくなる。
【００５３】
　本発明のアイマスクは、前述した実施形態に制限されることなく、本発明の趣旨を逸脱
しない限り適宜変更が可能である。
　本発明のアイマスクは、第１実施形態のような蒸気温熱機能によって目を温めることの
できるマスクに制限されず、例えば、（１）光を遮る目的の安眠マスクや、（２）電子レ
ンジなどの加熱器で温めて目を温めることのできるマスク、（３）保冷剤等の冷却部材に
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るマスク、（５）発熱体の代わりにビーズや球体が収容されており、目に圧迫感を与えて
指圧効果を奏するマスク、（６）電気などで振動させることによりマッサージ効果を奏す
るマスク、などに変更することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】図１（ａ）及び図１（ｂ）は、それぞれ、本発明のアイマスクの第１実施形態に
ついて、耳掛け部を展開した状態を示す正面図及び背面図である。
【図２】図２は、第１実施形態のアイマスクについて、耳掛け部をマスク本体の背面側に
閉じた状態を示す背面図である。
【図３】図３（ａ）及び図３（ｂ）は、それぞれ、図２に示すIIIＡ－IIIＡ線断面図及び
IIIＢ－IIIＢ線断面図である。
【図４】図４は、第１実施形態のアイマスクについて、耳掛け部を展開した状態を示す背
面斜視図である。
【図５】図５は、第１実施形態のアイマスクに係る各種角度を示すための部分拡大背面図
である。
【図６】図６は、マスク本体における水蒸気発生の持続時間を測定する装置の説明図であ
る。
【図７】図７は、第１実施形態のアイマスクを着用した状態を示す図である。
【符号の説明】
【００５５】
１　アイマスク
　１１　耳掛け部連結部
　１１Ａ　内端部
　１１Ｂ　下端部
２　マスク本体
　２１　蒸気温熱発生材
　２２　収容部
　２３　第１の面
　２４　第２の面
３　耳掛け部
　３１　基材シート
４　開口部
　４１　上縁部
　４２　下縁部
　４３　内縁部
　４４　外縁部
５１　下向きスリット
５２　放射状スリット
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